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会 議 録 

■会 議 名 倉敷市社会福祉審議会地域福祉計画策定専門分科会（第３回） 

■日 時 令和８年１月２８日（水）１３：２８～１３：５６ 

■場  所 倉敷市役所５階 ５０２会議室 

■出 席 者 出 席：岡委員、岡野委員、生水委員、後藤委員、清板委員、田口委員、長濱委員、 

星島委員、安倉委員、上西委員、小林委員、福元委員 

欠 席：荒木委員、勇委員、薬師寺委員、三宅委員 

傍聴者：なし 

■内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

・局長あいさつ 

・今回が初出席となる委員の自己紹介（岡委員、清板委員） 

２ 議事 

(１)パブリックコメントの結果について 

・事務局報告（意見の提出がなかったことを報告） 

会  長 事務局の説明について、質問・意見はありますか。 

 (２)計画最終案について 

  ・事務局説明（表紙、資料編、補正箇所について） 

会  長 事務局の説明について、質問・意見はありますか。 

委  員 55頁の避難行動要支援者名簿の提供先の「警察」を「警察等」とし、具

体的に列記しなかったのは、他に考えられるところがあるからですか。 

事 務 局 名簿掲載者に福祉サービスを提供している民間の福祉事業所にも、その

方だけの情報を提供することがあるため「等」としました。 

委  員 美観地区にあるのは表紙のイラストのような木の橋ではなく、彫刻の施

された印象的な石橋です。実際にある橋を描いた方がよいのではないで

しょうか。 

事 務 局 表紙のイラストについては、再度、橋の質感について委託業者のデザイ

ナーと調整してみようと思います。 

委  員 県は「困難な問題を抱える女性への支援」や「ケアラーへの支援」を追

加して施策の方向性を示しています。 

女性新法は厚労省の所管で、生活だけに特化することなく、様々な困難

を抱える女性に対して支援することを定めているので、ＤＶ等も含め、

男女共同参画の施策では対応できない支援を、48・49頁の「生活に困難

を抱える様々な人への支援」施策として、なんらかの形で触れてもよい

のではないでしょうか。 

事務局  パブリックコメントを経た後なので、困難な問題を抱える女性に対する

支援について、施策の「生活に困難を抱える」を「生活等に困難を抱え

る」のように、現段階で修正することは難しいように思いますが、第４

章の取組については、第３次地域福祉計画の計画期間中であっても、今

後の状況に応じて追加することは可能と考えております。計画作成後も

各課で進捗管理していくので、今回のご意見を踏まえて、市の取組の中
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で検討していきたいと思います。 

会  長 他に、質問・意見はありませんか。  

それでは、第三次倉敷市地域福祉計画（最終案）を、倉敷市社会福祉審

議会の答申案として承認し、市長へ答申することとしてよろしいか。 

 (３)その他 

会  長 分科会全般を通じて、意見・質問はありますか。 

３ 閉会 

 

 

 


